
1

国土利用計画（全国計画）及び国土形成計画（全国計画）との関係

国土形成計画法において、国土利用計画（全国計画）と国土形成計画（全国計画）を一体の

ものとして定めることとしている。

国土の利用、整備及び保全（国土の形成）を推進するための総合的かつ基本
的な計画で、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきもの

計画事項：
①土地、水その他の国土資源の利用及び保全
②海域の利用及び保全(排他的経済水域及び大陸棚に関する事項を含む)
③震災、水害、風害その他の災害の防除及び軽減
④都市及び農産漁村の規模及び配置の調整並びに整備
⑤産業の適正な立地
⑥交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その他の重要な公共
的施設の利用、整備及び保全

⑦文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備
⑧国土における良好な環境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の
形成

国土の利用に関する基本的な事項について定めるもので、国土の利用に関し
て、国の他の計画の基本となる。
計画事項：
①国土の利用に関する基本構想
②国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要
③前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

国土利用計画（全国計画）

国土形成計画（全国計画）

一
体
作
成

参考資料

持続可能な国土管理に向けて（参考資料）
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国土利用計画と他の諸計画との関係図

国土利用計画

国土の利用に関する
基本理念
（国土利用計画法第２条）

全国計画
（国土利用計画法第５条）

全国レベルの国土利用
のあり方 国土の利用に関して

基本とする ・地目ごとの考え方 基本とする
・地目ごとの目標設定

国の各種計画土地利用基本計画（ ）都道府県

基本とする（国土利用計画法第９条）

都道府県レベルの土地利用
都道府県計画の調整と大枠の方向づけ

（国土利用計画法第７条）(1) 計画図（５万分の１）
・都市地域 基本とする 都道府県レベルの国土

適 ・農業地域 利用のあり方
合 ・森林地域 ・地目ごとの考え方
す ・自然公園地域 ・地目ごとの目標設定
る ・自然保全地域

計画書 基本とする(2)
土地利用の調整等に関

市町村計画する事項
（国土利用計画法第８条）

即して適正かつ合理 市町村レベルの国土利
的な土地利用を図る 用のあり方 即 する 市町村基本構想

（地方自治法第２条）・地目ごとの考え方
土地取引の規制 ・地目ごとの目標設定土 地 利 用 に 関 す る

個別規制法による措置・許可基準
・勧告基準 適（国土利用計画法第 条）10

・都市計画法 合国土利用計画法

・農業振興地域の整備に す第 条、第 条16 24
関する法律 る 市町村の定める 調和が

・森林法 計画について 保たれる
・自然公園法 即する
・自然環境保全法 等

・土地利用に関する計画 都市計画、農業振興地域整備計画、森林計画等
・開発行為等の規制
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市町村が定める都市計画は、議会の議決を
経て定められた当該市町村の建設に関する
基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都
市計画に適合したものでなければならない。
（第十五条第三項）

市町村の定める農業振興地域整備計画は、議
会の議決を経て定められた当該市町村の建設
に関する基本構想に即するものでなければなら
ない。 （第十条第二項）

国土利
用計画

市町村
計画と

の関係

－計画を決定しようとするときは、予めその旨を
公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画
を決定しようとする理由を記載した書面を添
えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧
に供しなければならない。（第十七条）
関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧
期間満了日までに、都市計画の案について、
意見書を提出することができる（同条第二項）

計画を定めようとするときは、その理由を記載し
た書面を添えて、その公告の日から三十日間縦
覧に供しなければならない。（第十一条第一項）

公告を行った市町村の住民は、縦覧期間満了
の日までに当該計画の案について、意見書を提
出することができる。（第十一条第二項）

当該計画のうち、農用地利用計画に係る農用
地区域内にある土地に関し権利を有する者は、
縦覧期間満了の翌日から起算して十五日以内
に異議を申し出ることができる。（第十一条第三
項）

縦覧

計画を定める場合には、あらかじめ、公聴
会の開催等住民の意向を十分に反映させ
るために必要な措置を講ずる（第八条第四
項）

計画の案を作成しようとする場合において必
要があると認めるときは、公聴会の開催等住
民の意見を反映させるために必要な措置を
講ずる（第一六条）

－公聴会

（市の国土利用審議会を設置し、そこで審
議している市町村がある）

都市計画審議会の議を経て、都市計画を決
定する（第十九条）

－審議会

議会の議決を経なければならない（第八条
第三項）

－－議会

国土利用計画
（国土利用計画法）

都市計画
（都市計画法）

農業振興地域整備計画
（農業振興地域の整備に関する法律）

国土利用に関する、市町村が策定する諸計画の、決定手続き比較表
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法律上、国土利用計画との関連規定のある計画等 

 

 法律に基づき策定される計画、方針、構想等（以下、「計画等」という）の

うち、「国土利用計画」との関連規定のあるものは、以下のとおりである。 

 

（１）国が策定する計画等 

国土利用計画法（昭和四十九年六月二十五日法律第九十二号） 

（全国計画と他の国の計画との関係） 

第六条  全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするもの

とする。 

 

（２）都道府県が策定する計画等 

都市計画法（昭和四十三年六月十五日法律第百号） 

（都市計画区域） 

第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する

町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量

その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総

合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するもの

とする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画

区域を指定することができる。 

（準都市計画区域） 

第五条の二 市町村は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建

築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、当該区域

の自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五

十八号）その他の法令による土地利用の規制の状況を勘案して、そのまま土地利用を整序

することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる

おそれがあると認められる区域を、準都市計画区域として指定することができる。 

（都市計画基準） 

第十三条 都市計画区域について定められる都市計画（区域外都市施設に関するものを含

む。次項において同じ。）は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中

部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、地方総合開発計画、都府県総合

開発計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画（当該都市について公

害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。）

及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該

都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街

地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なもの
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を、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における

自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。 

３ 準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画若しくは

地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲

げるところに従つて、土地利用の整序を図るため必要な事項を定めなければならない。こ

の場合においては、当該地域における自然的環境の整備又は保全及び農林漁業の生産条件

の整備に配慮しなければならない。 

（都市計画を定める者） 

第十五条 次に掲げる都市計画（準都市計画区域について定めるものを除く。）は都道府県

が、その他の都市計画は市町村が定める。 

（建設大臣の指示等） 

第二十四条 

７ 都道府県は、都市計画の決定又は変更のため必要があるときは、自ら、又は市町村の

要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、都市計画区域又は準都市計画区域に係

る第十三条第一項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画の策定

又は変更について申し出ることができる。 
 

流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年七月一日法律第百十号） 

（基本方針） 

第三条の二 都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する

都市（その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第三十六条において同じ。）につい

て、流通業務施設の整備に関する基本方針（以下この条及び次条において「基本方針」と

いう。）を定めるものとする。 

４ 基本方針は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備

計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画との調和が保たれたもので

なければならない。 

 

沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律（平成七年五月二十六日法

律第百二号） 

（県総合整備計画） 

第十一条  沖縄県知事は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用

地跡地を広域の見地から特に総合的に整備する必要があると認めるときは、前条第二項各

号に掲げる事項について県総合整備計画を定めることができる。 

（総合整備計画と他の計画との関係） 

第十二条 総合整備計画は、沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）による沖縄

振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖
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縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画並びに関係市町村の建設

に関する基本構想に適合するように定められなければならない。 

 

（３）市町村等が策定する計画等 

都市計画法（昭和四十三年六月十五日法律第百号） 

（準都市計画区域） 

第五条の二 

 市町村は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその

敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、当該区域の自然的及

び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）そ

の他の法令による土地利用の規制の状況を勘案して、そのまま土地利用を整序することな

く放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあ

ると認められる区域を、準都市計画区域として指定することができる。 

（都市計画基準） 

第十三条 都市計画区域について定められる都市計画（区域外都市施設に関するものを含

む。次項において同じ。）は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中

部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、地方総合開発計画、都府県総合

開発計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画（当該都市について公

害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。）

及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該

都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街

地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なもの

を、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における

自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。 

３ 準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画若しくは

地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲

げるところに従つて、土地利用の整序を図るため必要な事項を定めなければならない。こ

の場合においては、当該地域における自然的環境の整備又は保全及び農林漁業の生産条件

の整備に配慮しなければならない。 

（都市計画を定める者） 

第十五条 次に掲げる都市計画（準都市計画区域について定めるものを除く。）は都道府県

が、その他の都市計画は市町村が定める。 

（建設大臣の指示等） 

第二十四条 

７ 都道府県は、都市計画の決定又は変更のため必要があるときは、自ら、又は市町村の

要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、都市計画区域又は準都市計画区域に係
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る第十三条第一項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画の策定

又は変更について申し出ることができる。 
 
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律（平成七年五月二十六日法

律第百二号） 

（市町村総合整備計画） 

第十条  関係市町村の長は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍

用地跡地（これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。次条において同じ。）を総合

的に整備する必要があると認めるときは、市町村総合整備計画を定めることができる。  

（総合整備計画と他の計画との関係） 

第十二条 総合整備計画は、沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）による沖縄

振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖

縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画並びに関係市町村の建設

に関する基本構想に適合するように定められなければならない。 

 

 

法律上、「市町村の建設に関する基本構想」との関連規定のある計画等 

 法律に基づき策定される計画、方針、構想等（以下、「計画等」という）のうち、「市

町村の建設に関する基本構想」との関連規定のあるものは、以下のとおりである。 

 なお、「市町村の建設に関する基本構想」とは、「地方自治法第２条第４項の基本構想」

と「国土利用計画法第８条の市町村計画」を指すものとされている。 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年七月一日法律第五十八号） 

（市町村の定める農業振興地域整備計画） 
第八条  都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内

にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農

業振興地域整備計画を定めなければならない。 

（農業振興地域整備計画の基準）  

第十条 農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第四条

第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的

経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るた

め必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。 

２ 市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の

建設に関する基本構想に即するものでなければならない。 

 

集落地域整備法（昭和六十二年六月二日法律第六十三号） 
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（集落農業振興地域整備計画） 

第七条 市町村は、農業振興地域整備計画（農業振興地域の整備に関する法律第八条第一

項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第三項において同じ。）を達成

するとともに、集落地域において、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するた

め、その地域の特性にふさわしい農用地及び農業用施設等の整備を一体的に推進する必要

があると認める場合には、集落農業振興地域整備計画を定めることができる。  

４  農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項前段、第十条第二項、第十二条（第一

項後段を除く。）並びに第十三条第一項前段及び第四項の規定は、集落農業振興地域整備

計画について準用する。この場合において、同条第一項前段中「農業振興地域整備基本方

針」とあるのは「集落地域整備法第四条第一項の基本方針若しくは農業振興地域整備計画」

と、「変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更に

より」と、同条第四項中「第八条第四項及び第十一条（第十二項を除く。）」とあるのは

「第八条第四項」と、「第十二条」とあるのは「第十二条（第一項後段を除く。）」と読

み替えるものとする。  

 

都市計画法（昭和四十三年六月十五日法律第百号） 

（都市計画を定める者）  

第十五条 次に掲げる都市計画（準都市計画区域について定めるものを除く。）は都道府県

が、その他の都市計画は市町村が定める。 
３ 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する

基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。 
（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 
第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構

想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関す

る基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。 

 

都市緑地法（昭和四十八年九月一日法律第七十二号） 

（緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画）  

第四条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主とし

て都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町

村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定める

ことができる。 

３ 基本計画は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十五条第一項に規定する環境

基本計画との調和が保たれるとともに、景観法（平成十六年法律第百十号）第八条第二項

第一号の景観計画区域をその区域とする市町村にあっては同条第一項の景観計画との調和

が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、



 10

都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとと

もに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあっては首都圏保全法第四条第

一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村

にあっては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、緑地保全地域を

その区域とする市町村にあっては第六条第一項の規定による緑地保全計画に、それぞれ適

合したものでなければならない。 

 
景観法（平成十六年六月十八日法律第百十号） 
（景観計画） 
第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及び

これと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地

（水面を含む。以下この項、第十一条及び第十四条第二項において同じ。）の区域について、

良好な景観の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）を定めることができる。 
４ 景観計画は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備

計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、地方総合開発計画、都府県総合開発計画その

他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港

等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。 
７  市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当該市

町村の建設に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域につい

て定めるものにあっては、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基

本的な方針に適合するものでなければならない。 
 

過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年三月三十一日法律第十五号） 
（過疎地域自立促進市町村計画） 
第六条 過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過

疎地域自立促進市町村計画（以下「市町村計画」という。）を定めなければならない。この

場合において、当該市町村は、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。 
３ 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるととも

に、当該市町村の建設に関する基本構想又は広域的な経済社会生活圏の整備の計画に適合

するよう定めなければならない。 

 
農村地域工業等導入促進法（昭和四十六年六月二十一日法律第百十二号） 

第四条  都道府県は、当該都道府県における農村地域への工業等の導入に関する基本計画

（以下「基本計画」という。）を定めることができる。  
第五条 都道府県又は市町村は、次に掲げる要件に該当する場合には、農村地域内の一定

の地区を定め、当該地区への工業等の導入に関する実施計画（以下「実施計画」という。）
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を定めることができる。ただし、既に他の実施計画が定められている地区については、こ

の限りでない。 
５ 市町村が定める実施計画は、当該市町村の議会の議決を経て定められた当該市町村の

建設に関する基本構想に即するものでなければならない。 
 
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律（平成七年五月二十六日法

律第百二号） 

（市町村総合整備計画） 

第十条  関係市町村の長は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍

用地跡地（これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。次条において同じ。）を総合

的に整備する必要があると認めるときは、市町村総合整備計画を定めることができる。  

（総合整備計画と他の計画との関係） 

第十二条 総合整備計画は、沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）による沖縄

振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖

縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画並びに関係市町村の建設

に関する基本構想に適合するように定められなければならない。 

 
 
 
 
 
  
 




